
               

 

 

 

 

 

児童の相談 

 児童相談所とは 

  　　児童福祉法第12条第1項に基づき設置し、同法第12条第2項に基づき市町村への援助を

知識及び技術を要する相談について、市町村と適切な連携を図りつつ、家庭その他からの

及び保護者に対して、問題解決のための援助方針に基づき指導を行なうこと。④児童の一時

保護を行うこと。

 

利用案内 

 予め、電話での予約により来所していただきます。  電話番号023-627-1195  

   

相談の流れ  
 

 

                                                

 

 

                                               

 

 

 

 

 

※

 

援   助   の   方   法  

 

１ 在宅指導等  

(1) 措置によらない指導（１２②）  

ア 助言指導 

イ  継続指導 

ウ  他機関あっせん  

(2) 措置による指導  

ア 児童福祉司指導（２６①Ⅱ、２７①Ⅱ）  

イ  児童委員指導（２６①Ⅱ、２７①Ⅱ）  

ウ  児童家庭支援センター、指定相談支援事
業所指導（２６①Ⅱ、２７①Ⅱ）  

エ 知的障害者福祉司、社会福祉主事指導
（２７①Ⅱ）  

(3) 訓戒、誓約措置（２７①Ⅰ）  
 

 

２ 児童福祉施設入所措置（２７①Ⅲ）  

指定医療機関委託（２７②）  

３ 里親等委託（２７①Ⅲ）  

４ 児童自立生活援助の実施（３３の６）  

５ 福祉事務所送致、市町村長通知  

（２６①Ⅲ、６３の４、６３の５）  

  都道府県知事、市町村長報告、通知  

（２６①Ⅳ、Ⅴ）  

６ 家庭裁判所送致（２７①Ⅳ、２７の３）  

７ 家庭裁判所への家事審判の申立て  

ア 施設入所の承認（２８①②）  

イ  親権喪失宣告の請求（３３の７）  

ウ  未成年後見人選任の請求（３３の８）  

エ 未成年後見人解任の請求（３３の９）  

  （数字は児童福祉法の該当条項）  

社 会 診 断  

心 理 診 断  

医 学 診 断  

行 動 診 断  

その他の診断 

判定会議 

都道府県児童福祉審議会 

相談の受付 受理会議 

調  査  

一時保護 

援助方針会議  

援助の実行  

援助の終結、変更  

(27⑥) 
（意見照会）  

（意見具申）  

（子ども、保護者、関係機関等への継続的援助）
 保護／観察／指導 

・相談  

・通告  

・送致  

・面接受付  

・電話受付  

・文書受付  

（受理、判定、援助方針会議）  

中央児童相談所 
山形県中央児童相談所  990-0031 山形市十日町1-6-6 

990-0031 山形市十日町1-6-6 TEL:023-627-1195 

最上駐在 996-0002 新庄市金沢大道2034 最上総合支庁内 

                     TEL:0233-29-1281 

置賜駐在 992-0012 米沢市金池7-1-50    置賜総合支庁内 

                              TEL:0238-26-6032 

相談に応ずること。②児童及び家庭について、必要な調査や診断・判定を行なうこと。③児童

  行なうほか、次の業務を行っています。①児童の福祉に関するあらゆる相談のうち、専門的な

※



主な児童相談 

 ①ことばや身体の発達に遅れがあるのではないか。②幼稚園や学校でともだちと上手につ

きあえない。③暴力をふるったり、無断で外泊をしている。④障がいのある子どもの育て方

を知りたい。⑤いろいろな事情で子どもを育てられない。 

など。その他子どものことで気がかりなことを何でも相談ください。 

 

児童虐待 

児童虐待とは、 

親や親に代わる保護者等が子どもに対して 

 ①身体的虐待：子どもを叩いたり、蹴ったり、やけどをさせるなど、子どもの身体にケガ

や苦痛を与える。 

 ②性的虐待 　：子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィ

の被写体にするなど、子どもにわいせつな行為をしたりさせる。 

 ③ネグレクト　 ：適切な衣食住の世話をしない、学校に行かせない、病気やケガをしても医

者に診せない、自動車内に置き去りにするなど、子どもに必要な養育をし

ない。 

 ④心理的虐待：子どもを無視する、きょうだい間でひどく差別をする、おどす、なじる、

罵声をあびせるなど、心理的ないじめをして、子どもの心に傷を負わせる。 

など、虐待かもと思ったら、まず、お住まいの市町村の児童福祉担当課か児童相談所に連 

絡・相談ください。お名前を言わなくとも結構です。 

 

里親制度について 

☆里親制度とは 

  子どもが健やかに成長するためには、家庭的で温かい愛情のもとで育てられることが大切で

す。しかし、世の中には親がいなかったり、また親がいてもいろいろな事情から家族とと

もに家庭で生活することができない子どもたちがたくさんいます。最近では、児童虐待な

どにより、こころに傷を受けた子どもたちが増えています。 

このような子どもたちを一時的にまたは継続的に家庭に迎え入れて、健やかに育てても

らうものです。 

里親には、①養育里親 ②養子縁組を希望する里親 ③専門里親 ④親族里親があります。 

 

☆里親になるための手続き  

  　 養育里親については、子育てについて理解と熱意があり、豊かな愛情を持つ

健全な方で、経済的に困窮していなければ特別な資格は必要ありません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

①里親申出 

 ご家族と良

く話し合いの

うえご相談く

ださい。 

 申請は市福

祉事務所また

は県総合支庁

福祉担当課 

(町村にお住ま

いの方)へ。  

②調査 

 福祉事務所  

や児童相談所

が、希望者の家

族について里

親として適当

か調査を行い

ます。  

 

③審査 

 里親として

適任者である

か、社会福祉審

議会から御意

見をいただき

ます。  

 

④認定・登録  

 社会福祉審

議会の了解を

得て、知事が里

親として認定

し、登録名簿に

登載します。  
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